木造一戸建て住宅


　のご案内

ご自宅の耐震性に不安はありませんか？


「厚岸町耐震改修促進計画」により、安全・安心なまちづくりを推進するため、木造一戸建て住宅の
無料簡易耐震診断をおこないます。
■対象住宅     　①昭和56年５月３１日以前に着工されたもの 

　　　　　　　　 　②階数が２階以下及び延べ床面積５００㎡以下であること

　　　　　　　　 　③申込者が住宅を所有し、かつ居住していること

　　　　　　　　 　※①～③の要件を全て満たす町内の木造一戸建て住宅が対象です。

■診断方法　　　「木造住宅の耐震診断と補強方法（(財)日本建築防災協会）」の一般診断法よりおこないます。なお、図面及び申込者からの聞き取りによって診断するため、現地調査はおこないません。

■申請手続き　　・ 「耐震診断申込書（様式１－１）」及び「老朽度の調査部位と診断事項（様式１－２）」を提出してください。

※様式は役場建設課建築係窓口にてお渡しいたします。
	耐震診断については厚岸町役場建設課建築係にお問い合わせください。

（厚岸町既存住宅耐震改修費補助制度につきましても下記までお問い合わせください）

厚岸町役場建設課建築係　　電話　52-3131 (内線285 , 286)


　　　　　　　　　・ 住宅の図面（仕上げ表、寸法記入のある各階平面図で筋交い等の位置及び仕様のわかるもの）を持参してください。図面は、当方にてコピーをし、原本は返却いたします。

　　　　　　　　　

・ 申込者の代理人は委任状の提出をお願いいたします。
※代理人の方を身分確認することがありますので来庁の際は、証明できるものをご持参ください。　

　　　　　　　　　・ 診断結果は、後日お知らせいたします。

■診断結果　　　　診断結果は「Ａ安全だと思われます」「Ｂ概ね安全だと思われます」「Ｃやや危険だと思われます」「Ｄ危険だと思われます」の４段階でおこなわれます。　
■留意事項　　　・ 図面がない場合には、診断に必要な情報が得られないため、診断をお受けす

ることができません。

・ 耐震診断の結果につきましては、約２週間以内を目安としてお知らせいたし　　　　　　

ますが、申し込み状況により前後することがありますのであらかじめご了承            

ください。

· 診断結果は図面及び聞き取りから得られた情報により判断します。住宅の耐震性の目安としてください。

· 担当者が業務により席を空ける場合がありますので、スムーズに受付をするためにご来庁の前に電話連絡をくださいますようお願いします。

· 氏名、住所など個人情報を除くデータは、耐震改修促進状況のデータとして公表する場合がありますので、ご了承ください。

